
基 本 理 念 

 川崎市立井田病院は、自治体病院として、市民に 

 信頼され、市民が安心してかかれる病院づくりを 

 目指します。 

❖運営方針 

 １．川崎市立井田病院は、公立病院として地域住民の医療の要望に応えます。 

 ２．地域の病院や診療所とのつながりを大切にします。 

 ３．成人疾患を中心とする専門性の高い医療を行います。 

 ４．呼吸器疾患（結核を含む）センター、消化器内視鏡センター、腎・泌尿器セ

ンターなどで進んだ医療を行います。 

 ５．地域におけるがん診療拠点病院としての役割を果たします。 

 ６．かわさき総合ケアセンターでは、医療・福祉・保健が連携して、緩和ケアや

在宅医療を行います。 

 ７．急に具合が悪くなった方のために、救急医療の体制を整えます。 

 ８．井田山の美しい自然環境を活かし、ボランティア活動を通じて、地域の医療

    と文化のより所となります。 

 ９．医療従事者のより良い研修の場となるように、職員各人が医療水準の向上に

努めます。 

１０．病院経営の健全化に努めます。 



❖診療方針 

 １．温かい心、やさしい手、確かな技術を提供します。 

 ２．患者さん中心のチーム医療をすすめます。 

❖患者さまの権利と責任 

  川崎市立井田病院では、「市民から信頼され、安心してかかれる病院づくり」の

 理念のもとに、質の高い医療の提供とサービスの向上に努めています。

  そこで、最善の医療を行うために、「患者さまの権利と責任」を明記し、その実

 現に向けて、皆さまとともに歩んで行きたいと思います。 

  １．患者さまは、川崎市立井田病院で公平かつ最良の医療を受ける権利が

     あります。 

  ２．患者さまは、病院での診療結果、治療の方法、予想される危険性、医

     療費など診療内容について、十分な説明や診療情報の提供を受ける権

     利、すなわち知る権利があります。 

  ３．患者さまは、十分な説明を受けたうえで、ご自身の意思で治療法を選

択してください。そのために、カルテを含む診療情報の開示やセカン

ド・オピニオン（別の医師または別の医療機関の意見）を求める権利

があります。 

  ４．患者さまには、法により必要とされるものを除き、ご自身の情報を承

諾なしに第三者に開示されない権利があります。 

  ５．医療は患者さまと医療提供者がお互いに信頼し合い、協力して行って

いくものであり、患者さまに求められる次のような責任があります。 

    ア．ご自身の心身や生活の情報について、医療提供者に出来るだけ正

確に知らせる責任があり、また、ご自身の病気や医療について十

分に理解するように努力する責任があります。 

    イ．他の患者さまが医療を受けるための妨げにならないよう、社会的

なルールや病院内の規則に従い、病院職員の指示を守る義務があ

ります。 



「財団法人 日本医療機能評価機構」による認定 

「財団法人 日本医療機能評価機構」による付加機能（緩和ケア機能）認定 


